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第6章 計画段階配慮の総合評価 

計画段階配慮事項ごとの評価結果は、表 6.1に示すとおりである。 

環境影響に係る比較・検討の結果、案２（格納庫等南北配置案）に比し、案１（格納庫等東側

配置案）の方が環境影響の観点からは優位であると評価する。 

 

表 6.1 環境要素別評価結果及びその理由 

環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

案１ 

(格納庫等 

東側配置案) 

案２ 

(格納庫等 

南北配置案) 

評価 

航空機騒音 
存在及び

供用 
○ △ 

○事業実施想定区域最寄りの雁の巣地区の民家等

や隣接する雁の巣レクリエーションセンターに

対して、案１は、格納庫等によりヘリコプター

の運航に伴う騒音（地上音）の回折減衰が見込

まれ騒音レベルを低減可能であるのに対し、案

２は、格納庫等による減音効果が見込まれない。 

 

○ヘリコプターの発着回数は、年間6～7千回程度

（単純平均で1日9機程度）を想定しており、そ

のほとんどは日中の運航であることが見込まれ

る。 

また、最寄りの雁の巣地区の民家等までは1km

程度離れていることから、民家等に対するヘリ

コプターの運航に伴う騒音に係る重大な環境影

響はないと考えられる。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

存在及び

供用 
○ △ 

○事業実施想定区域は、いずれの案も現在未利用

となっている整地された造成地であり、対象事

業計画により「海の中道海浜公園」及び「雁の

巣レクリエーションセンター」の改変は想定さ

れない。 

 

○これらの施設までの経路の分断区間はなく、距

離・到達時間等の変化は生じない。 

 

○環境影響の観点からは、格納庫等による減音効

果が見込まれる案１の方が優位であると評価さ

れる。 

 

○ヘリコプターの発着回数は、年間6～7千回程度

（単純平均で1日9機程度）を想定しており、ヘ

リコプターの運航に伴う人と自然との触れ合い

活動の場に係る重大な環境影響はないと考えら

れる。 

 

  




